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４．刑法 

（収賄、受託収賄及び事前収賄） 
第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の

懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。 

（信用毀損及び業務妨害） 
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

（威力業務妨害） 
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 

（電子計算機損壊等業務妨害） 
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人

の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機

に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以

下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
２ 前項の罪の未遂は、罰する。 

（窃盗） 
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

（電子計算機使用詐欺） 
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不

正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更

に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者

は、十年以下の懲役に処する。 

（背任） 
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加え

る目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下

の罰金に処する。 

（横領） 
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 
２ 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 

（業務上横領） 
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 

（建造物等損壊及び同致死傷） 
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷

害の罪と比較して、重い刑により処断する。 

（器物損壊等） 
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十

万円以下の罰金若しくは科料に処する。 


